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エ 学校保健に関する危機事態 

エ－①  感染症の予防 

感染症については、下記の内容等を実施し、予防に努めることとする。 

例：健康観察、検温（家庭・学校）、マスクの着用、バス・教室の座席を離して着席、手洗い・消毒の

徹底、室内の換気 

エ－②  感染症の発生 

 

○状況の把握 １ 他の児童生徒や教職員に感染した者がいないか、健康観察等で健康状態を

把握する。 

○関係機関との連携 

（市教委・保健所） 

１ 市教委を通して保健所に通報し、対応について協議する。 

２ 保健所が設置する対策委員会に加わるとともに、定期外健康診断が実施さ

れる場合は保健所に協力する。 

３ 感染症と診断された児童生徒以外の児童生徒や教職員の定期健康診断結

果等の資料を整理し、保健所の調査活動に備える。 

○保護者への対応 １ 保健所からの要請で、定期外健康診断が実施される場合には、保護者に対

して文書で協力を依頼し、必要に応じて説明会を開く。 

○報道等への対応 １ 報道等の窓口は校長（教頭）に一本化 

２ 児童生徒の人権やプライバシーに十分配慮する。 

○その他 １ 児童生徒と家族の人権やプライバシーに十分配慮するとともに、誤解や偏

見による差別、いじめなどの問題行動が生じないよう指導に努める。 

 

エー③  学校給食への異物混入 

 

1 発生時の対応ポイント 

〇初期対応 

１ 担任は、児童生徒の負傷の有無を確認し、学級の児童生徒に対して、給食

を食べないよう指示するとともに、直ちに管理職に報告する。 

２ 直ちに校内放送等により、児童生徒・教職員に対して給食を食べないよう

指示するとともに、他の学級の状況を把握する。 

〇状況の把握 １ 異物発見時の状況（食器・食缶の場所、配膳の方法、児童生徒の状況等）

を確認するとともに、現物（袋等も）を保存する。 

２ 給食の搬入に携わった者と搬入状況（時刻、場所、個数等）を確認する。 

３ 衛生管理責任者（栄養教諭等）に、食品の検収の状況を確認するよう指示

する。 

４ 直ちに給食センターに事故の概要を報告するとともに、今後の対応策につ

いて協議し、共通理解を図る。 

５ 故意に混入させたことも考えられることから、来校者名簿等によって、来

校者を確認する。 

６ 児童生徒の健康状態や対応などについて正確に記録しておく。 

〇保護者への対応 １ 必要に応じて保護者説明会等を設け、異物混入の概要や対応、予防策等に

ついて分かりやすく説明するとともに文書を配布し、不安解消に努める。 

〇児童生徒への対応 １ 学校給食の安全管理体制が整い、食品の安全性が確保された時点で給食の

使用を再開する。 

２ 必要に応じて全校集会などを通じて、児童生徒に事故の概要と対応につい

て丁寧に説明し、不安解消に努める。 

〇関係機関との連携 １ 必要に応じて警察へ速やかに届け出るとともに、捜査に協力する。 

２ 混入した物によっては、学校医、学校薬剤師、保健所に連絡し、対処の方

法について指示を受け、対応する。 
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〇教育委員会（教育局）

への報告 

１ 事故の概要について、速やかに富良野市教育委員会（上川教育局）へ報告

し、対応策等について指導・助言を受けるとともに、状況の変化に応じ適

宜報告する。また、翌日以降の給食の中止や献立変更について対応策を協

議する。 

〇報道等への対応 １ 混乱を避けるため、報道機関や関係機関等への対応は、窓口を一本化し管

理職が当たる。 

2 今後の対応策（未然防止

策）のポイント 

〇未然防止策 

１ 学校給食の安全管理のための担当者を明確にするとともに、食品の検収を

確実に実施し、配膳室等に食品を保管する際の留意事項（保管場所、温度、

出入り□の施錠等）を徹底するなど、管理体制を整える。 

２ 安全確保のため、児童生徒への指導を徹底する。（パンはちぎって、一口大

にして食べる。牛乳等が容器から漏れていないか確認する等） 

 

エー④  学校給食による食中毒 

 

1 発生時の対応ポイント 

〇状況の把握 

１ 欠席者や早退者などが全学年にわたる状況の時は、学校給食による食中毒

の可能性を想定し、給食中止の判断を迅速に行うとともに、過去 10 日間

の児童生徒の欠席状況及びその理由、健康記録を把握する。また、近隣校

の状況についても把握する。 

２ 児童生徒の健康状態や対応などについて、時系列に正確に記録する。 

３ 学校医や保健所から、地域における感染症の発生状況について情報を得

る。 

４ 感染症の疑いも視野に入れ、発生前 2 週間内に食物を扱った実習や行事等

について把握する。 

５ 共同調理場の場合は、直ちに共同調理場に発生状況を連絡するとともに、

単独校調理場の場合は、原因として想定される材料等（学校給食の保存食・

原材料の廃棄禁止）の保存を栄養教諭等に指示する。 

〇保護者への対応 1 入院や欠席等をしている児童生徒に対して、学級担任等が病院や家庭を訪

問し、容体を確認するとともに、今後の対応について説明する。 

２ 症状のある児童生徒の保護者に対して、児童生徒を速やかに医療機関で受

診させ、結果を学校に報告するよう依頼する。 

３ ＰＴＡ役員会等を招集し、状況を説明するとともに、今後の対応について

協力を依頼する。 

４ すべての保護者に対して、保護者説明会等で状況を説明するとともに、食

中毒の正しい知識と二次感染予防について周知する文書を配布し、不安解

消に努める。 

〇児童生徒への対応 １ 全校集会等により、食中毒の正しい知識、手洗いの励行など、健康管理に

ついての指導を行う。 

２ 罹患した児童生徒に対しては、不安解消に努め、心のケアが必要な児童生

徒にはカウンセリング等を行うとともに、いじめを受けることなどがない

よう配慮する。 

〇関係機関との連携 １ 学校医、学校薬剤師、保健所に連絡し、有症者への処置の方法などについ

て指示を受け、対応する。 

２ 保健所や教育委員会が行う検査や調査に協力する。 

〇教育委員会（教育局）

への報告 

１ 事故の概要について、速やかに富良野市教育委員会（上川教育局）ヘ報告

し、対応策等について指導・助言を受けるとともに、状況の変化に応じ適

宜報告する。 
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〇報道等への対応 １ 混乱を避けるため、報道機関や関係機関等への対応は、窓口を一本化し管

理職が当たる。 

2 今後の対応策（未然防止

策）のポイント 

〇再発防止策 

１ 関係機関の原因究明に協力し、原因の除去、再発防止に努める。 

２ 単独校調理場の場合、調理場（給食室）の作業内容や衛生管理等の状況を

把握するとともに、衛生管理責任者（栄養教諭等）に衛生管理を徹底させ

る。 

〇未然防止策 １ 栄養教諭や調理従事者等が衛生管理にかかわる知識等を身に付けるため、

研修会等の機会をとらえて資質の向上を図るよう促す。 

２ 施設整備の状況を把握し、衛生管理上問題点があれば、富良野市教育委員

会に報告するとともに、各学級に使い捨ての手袋を常備するなど、日ごろ

から衛生管理の徹底を図るとともに、二次感染の防止に努める。 

３ 対策委員会の設置の必要性等について協議し、学校、家庭、地域及び関係

機関が一体となって対応する体制づくりに努める。 

 

エー⑤  食物アレルギー 

 

○状況の把握と対応 １ 担任は、児童生徒の状況を確認して、養護教諭に連絡し、応急手当てをす

るとともに、直ちに管理職に報告する。 

２ 救急車を要請して養護教諭か担任が同乗し、医療機関へ搬送する。 

３ 報道等の窓口は校長（教頭）に一本化 

○児童生徒への対応 １ 適切な場所に足を顔より高く上げた体位で寝かせ、嘔吐に備え、顔を横向

きにする。 

２ 意識状態や呼吸、心拍の状態、皮膚色を確認しながら必要に応じて心肺蘇

生等の措置を行う。 

３ アドレナリン自己注射薬「エピペン」（商品名）を携行している場合には、

できるだけ早期に注射する。 

○保護者への対応 １ 症状や経過、搬送先等を正確に連絡する。 

２ 管理職、学級担任が病院に向かい、保護者に事故の詳細を説明する。 

○関係機関との連携 １ 学校医及び主治医に連絡し、必要な指示を受け対応する。 

○教育委員会への報告 １ 事故の概要について、速やかに市町村教育委員会へ報告し、状況の変化に

応じて適宜報告する。 

○再発防止 １ 学級担任、養護教諭から情報を集め、事故に至った経緯や行った対応策を

整理する。 

２ 関係機関の協力を得ながら、原因や学校の対応を分析し、行内体制の見直

しや研修の実施など、再発防止策を講じる。 
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エー⑥  シックハウス症候群 

 

○状況の把握と対応 １ 児童生徒からの訴えを管理職に報告するとともに、児童生徒や教職員から

十分な聞き取りを行う。（校舎等の新築、改築、新たに備品等を設置した際

に、それらから化学物質が放散されていることが考えられる） 

２ 状況に応じて保護者からの聞き取りを行う。（症状を訴えた児童生徒の家

庭環境、自宅の新築や改築等に原因があることも考えられる） 

３ 当該児童生徒については、学級担任、養護教諭、保護者と相談し、必要に

応じて専門医を受診させる。 

４ 児童生徒から聞き取った情報を基に、場所の特定に努め、当該教室の換気

を励行する。 

５ 明らかに異臭、刺激臭がする場合は、当該教室等の使用中止について検討

する。 

６ 当該児童生徒だけでなく、全児童生徒の健康観察を継続的に行う。 

７ 報道等の窓口は校長（教頭）に一本化 

○関係機関との連携 １ 検査機関と連携し、速やかに学校環境衛生検査を実施する。 

○保護者への対応 １ 教室の一時使用中止、学校環境衛生検査の実施など、学校の対応について

文書等で周知する。 

２ 検査結果についても、文書等で周知し理解を得るよう努める。 

○教育委員会への報告 １ 事故の概要について、速やかに市町村教育委員会へ報告し、状況の変化に

応じて適宜報告する。 

○再発防止 １ 学校環境衛生検査を行い、検査の結果、ホルムアルデヒド及び揮発性有機

化合物が基準値を超えた場合は、当該教室の使用を中止し、換気を励行す

る。 

 

エ－⑦  心室細動（自動体外式除細動器の使用） 

 

○状況の把握と対応 

・救急車が到着するま    

で 

 

 

 

 

 

・ＡＥＤが来たら 

・救急車が到着 

１ 倒れた児童生徒を確認した担任等は、他の児童生徒を職員室に行かせ応援

を頼む。 

２ 肩を叩きながら声をかけ、意識がない場合は、救急車の要請とＡＥＤを持

ってくるよう指示する。 

３ 呼吸がない場合は、人工呼吸を行う。（気道を確保し、胸が膨らむくらい２

回） 

４ 反応がない場合は、心肺蘇生法を行う。（心臓マッサージ１５回 人工呼吸

２回） 

５ 音声指示に従って使用。（ＡＥＤ講習を受けた者が行うと良い） 

６ 養護教諭か担任が添乗し病院へ向かう。 

７ 管理職は速やかに児童生徒の保護者へ児童生徒の状況・搬送先を連絡する。 

８ 報道等の窓口は校長（教頭）に一本化 

○他の児童生徒への配

慮  

１ 当該児童生徒の状況を説明し、動揺が広がらないよう適切な言葉かけを行

う。 

○保護者への対応 １ すぐに当該児童生徒の保護者に状況や経緯、搬送先を正確に連絡する。 

２ 管理職、学級担任等は病院に向かい、当該児童生徒の保護者に事故の詳細

を説明する。 

３ 事故の原因や状況、今後の対応策を全校児童生徒や保護者に説明し、学校

の対応について理解を求める。 

○関係機関への報告 １ 事故の概要について、速やかに市町村教育委員会へ報告し、状況の変化に

応じて適宜報告する。 



56 

エ－⑧  窒息時の対応 

 

○状況の把握と対応 １ 指導にあたっている担任等は、当該児童生徒に「喉がつまったの？」と尋

ね、声が出せず、うなずくようであれば窒息と判断し、次の方法で応急手

当てをする。 

２ 担任等は他児童生徒に他学級の担任等を呼びに行かせる。 

３ 知らせを受けた他学級の担任等は直ちに管理職に報告し、救急車を要請す

る。また、養護教諭にも連絡する。 

４ 報道等の窓口は校長（教頭）に一本化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○他の児童生徒への対

応 

１ 給食を食べることを中止し、他学級の担任等が他の教室に移動させるとと

もに、当該児童生徒の状況を説明し、動揺が広がらないよう適切な言葉か

けを行う。 

○保護者への対応 １ すぐに当該児童生徒の保護者に状況や経緯、搬送先を正確に連絡する。 

２ 管理職、学級担任等は病院に向かい、当該児童生徒の保護者に事故の詳細

を説明する。 

３ 事故の原因や状況、今後の対応策を全校児童生徒や保護者に説明し、学校

の対応について理解を求める。 

○教育委員会への報告 １ 事故の概要について、速やかに市町村教育委員会へ報告し、状況の変化に

応じて適宜報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【背部叩打法】 

 体の小さな児童では、立て膝で

太ももがうつぶせにした児童のみ

ぞおちを圧迫するようにし、児童

の頭を低くして、背中の真ん中を

平手で何度も連続して叩く。 

 なお、腹部臓器を傷つけないよ

う力を加減する。 

【ハイムリッヒ法(腹部突き上げ法)】 

 体の大きな児童では、後ろから両腕

を回し、みぞおちの下で片方の手を握

り拳にして腹部を上の方向に圧迫す

る。この方法が行えない場合、横向き

に寝かせるか、座って前かがみにして

背部叩打法を試みる。 
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エ－⑨  熱中症の対応 

 

○熱中症とは ・体温を平熱に保つために汗をかき、体内の水分や塩分（ナトリウムなど）

の減少や血液の流れが滞るなどして、体温が上昇して重要な臓器が高温に

さらされたりすることにより発症する障害の総称。高温環境下に長期間い

たとき、あるいはいた後の体調不良はすべて熱中症の可能性がある。 

・死に至る可能性のある病態。 

・予防法を知って、それを実践することで、完全に防ぐことができる。 

・応急処置を知っていれば、重症化を回避し後遺症を軽減できる。 

○状況の把握と対応  

 

 

 

 

 

 

 

〈現場での応急措置〉 

① 涼しい環境への避難 

  風通しのよい日陰や、できればクーラーが効いている室内等に避難させ

る。傷病者が女性の場合には、②の処置の内容を考慮して男女で救護する。 

② 脱衣と冷却 

 ・衣服を脱がせて、体から熱の放散を助ける。きついベルトやネクタイ、下

着はゆるめて風通しを良くする。 

 ・露出させた皮膚に濡らしたタオルやハンカチをあて、うちわや扇風機等で

扇ぐことにより体を冷やす。服や下着の上から少しずつ冷やした水をかけ

る方法もある。 

 ・自動販売機やコンビニで、冷やした水のペットボトル、ビニール袋入りの

かち割氷、氷のう等を手に入れ、それを前頚部(首の付け根）の両脇、腋窩

部(脇の下)、鼠径部(大腿の付け根の前面、股関節部)に当てて、皮膚直下を

流れている血液を冷やすことも有効。 

 ・体温の冷却はできるだけ早く行う必要がある。重症者を救命できるかどう

かは、いかに早く体温を下げることができるかにかかっている。 

 ・救急車を要請する場合も、その到着前から冷却を開始することが必要。 

③ 水分・塩分の補給 

 ・冷たい水を持たせて、自分で飲んでもらう。冷たい飲み物は胃の表面から

体の熱を奪う。同時に水分補給も可能。大量の発汗があった場合には、汗

で失われた塩分も適切に補える経口補水液やスポーツドリンク等が最適。

食塩水（水 1ℓ に 1 ～ 2g の食塩）も有効。 

 ・応答が明瞭で、意識がはっきりしているなら、冷やした水分を口からどん

どん与える。 

 ・「呼びかけや刺激に対する反応がおかしい」、「答えがない( 意識障害があ

る)」時には誤って水分が気道に流れ込む可能性がある。また「吐き気を訴

える」ないし「吐く」という症状は、すでに胃腸の動きが鈍っている証拠

である。これらの場合には、口から水分を飲んでもらうのは禁物。すぐに、

病院での点滴が必要。 

④ 医療機関へ運ぶ 

 ・自力で水分の摂取ができないときは、塩分を含め点滴で補う必要があるの

で、緊急で医療機関に搬送することが最優先の対処方法である。 

重症度（救急搬送の必要性）を判断するポイント 

・意識がしっかりしているか？ 

・水を自分で飲めるか？ 

・症状が改善したか？ 

※下記 図『日本救急医学会熱中症分類2015』参照 
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○保護者への対応 １ 症状や経過、搬送先等を正確に連絡する。 

２ 管理職、学級担任が病院に向かい、保護者に事故の詳細を説明する。 

○教育委員会への報告 １ 事故の概要について、速やかに市町村教育委員会へ報告し、状況の変化に

応じて適宜報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図『日本救急医学会熱中症分類 2015』 
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危機管理マニュアル 

【熱中症】 

（令和５年 11月改訂版） 

【資料１】 
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○ 重病度分類と必要な処置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 熱中症とは 

熱中症とは 

 ・体温を平熱に保つために汗をかき、体内の水分や塩分（ナトリウムなど）の減少や血液

の流れが滞るなどして、体温が上昇して重要な臓器が高温にさらされたりすることによ

り発症する障害の総称です。 

 ・死に至る可能性のある病態です。 

 ・予防法を知って、それを実践することで、防ぐことができます。 

 ・応急処置を知っていれば、重症化を回避し後遺症を軽減できます。 

（出典：「熱中症環境保健マニュアル 2022」（環境省）） 

重症度Ⅰ度（軽症） 

 意識がはっきりしている 

 手足がしびれる 

めまい、立ちくらみがある 

筋肉のこむら返りがある（痛い） 

 

（参考：「熱中症環境保健マニュアル 2022」（環境省）） 

重症度Ⅱ度（中等症） 

 吐き気がする・吐く 

 頭ががんがんする（頭痛） 

 からだがだるい（倦怠感） 

 意識がなんとなくおかしい 

重症度Ⅲ度（重症） 

 意識がない 
 呼びかけに対し返事がおかしい 
 からだがひきつる（けいれん） 
 まっすぐ歩けない・走れない 
 からだが熱い 

 

・涼しい場所へ避難する。 
・体を冷やし、水分・塩分を補給
する。 
※誰かがついて見守り、よくなら
なければ病院へ。 

経過観察 
※当日のスポーツ
には参加しない。 

・速やかに医療機関を受診する。 
・体を冷やし、水分・塩分を補給
する。 
※周囲の人が判断し、少しでもお
かしいときはすぐに病院へ。 

救急車要請 

・救急車を呼び、到着までの間、
積極的に冷却する。 
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(1) 暑さ指数（WBGT）を用いた活動判断 

 

 

 

 

    校長は、児童生徒の熱中症を予防するため、必要に応じて担当教職員に指示し、定期的に暑さ指数

（WBGT）計を用いて計測（活動場所で測定）することで環境条件の評価を行うとともに、下表に基づ

いて日常生活や運動の実施可否等に関する判断を下します。 

暑さ 
指数 
(WBGT) 

湿球 
温度 
(注１) 

乾球 
温度 
(注１) 

注意すべき 
生活活動の 
目安(注２) 

日常生活に 
おける注意 
事項(注２) 

熱中症予防運動指針(注１) 本校の対応 

31℃ 
以上 

27℃ 
以上 

35℃ 
以上 

全ての生活
活動で起こ
る危険性 

高齢者においては

安静状態でも発生
する危険性が大き
い。外出はなるべく

避け、涼しい室内に
移動する。 

 

 
特別の場合以外は運動を中止する。 
特に子どもの場合には中止すべき。 

・全クラス、増設校
舎で授業実施 
・体育、部活動（運
動のみ）中止 
・授業中の水分補給 

28～ 
31℃ 
(注３) 

24～ 
27℃ 

31～ 
35℃ 

外出時は炎天下を

避け、室内では室温
の上昇に注意する。 

 

 
熱中症の危険性が高いので、激しい運動や
持久走など体温が上昇しやすい運動は避け

る。10～20 分おきに休憩を取り水分・塩
分の補給を行う。暑さに弱い人(注４)は運動
を軽減または中止。 

・室温に応じ、増設
校舎で授業実施 
・体育の時間割変
更、運動量軽減 
・授業中の水分補給 

25～ 
28℃ 

21～ 
24℃ 

28～ 
31℃ 

中等度以上
の生活活動
で起こる危
険性 

運動や激しい作業
をする際は定期的

に十分に休息を取
り入れる。 

 
 

熱中症の危険性が増すので、積極的に休憩
を取り適宜、水分・塩分を補給する。激しい
運動では、30分おきくらいに休憩を取る。 

・授業中の水分補給 

21～ 
25℃ 

18～ 
21℃ 

24～ 
28℃ 

強い生活活
動で起こる
危険性 

一般には危険性は
少ないが激しい運
動や重労働時には

発生する危険性が
ある。 

 
 
熱中症による死亡事故が発生する可能性が

ある。熱中症の兆候に注意するとともに、運
動の合間に積極的に水分・塩分を補給する。 

 

21℃ 
以下 

18℃ 
以下 

24℃ 
以下 

   
 
通常は熱中症の危険は小さいが、適宜水分・

塩分の補給は必要である。市民マラソンな
どではこの条件でも熱中症が発生するので
注意。 

 

 

 

 

 

 

 

    なお、暑さ指数（WBGT）の予測値については、「熱中症予防情報サイト」（環境省）を活用して、実

況値・予測値を確認するものとします。 

環境省『熱中症予防情報サイト』https://www.wbgt.env.go.jp/ 

    また、その情報は、毎朝、担当教職員が全教職員とメール等を活用して共有するとともに、緊急性が

ある場合は、校内放送等を活用して適宜発信することとします。 

 

 

 

暑さ指数（WBGT）とは 
  熱収支に与える影響の大きい気温、湿度、日射・輻射など周辺の熱環境、風（気流）の要素
を取り入れた指標で、単位は、気温と同じ℃を用います。 

「学校における熱中症対策ガイドライン作成の手引き」（環境省・文部科学省） 

（参考：「学校の『危機管理マニュアル』等の評価・見直しガイドライン」（文部科学省）） 

２ 予防措置 

運動は原則中止 

厳重警戒（激しい運動は中止） 

警戒（積極的に休憩） 

注意（積極的に水分補給） 

ほぼ安全（適宜水分補給） 

暑熱環境や児
童生徒の実態
が異なること
から、様々な指
針を基に、学校
として基準を
定める必要が
あります。 

Point! 

暑さ指数（WBGT）は、判
断基準の一つです。低い
値であっても、運動強度
や個人の体調等により、
熱中症で救急搬送された
事例があります。 

https://www.wbgt.env.go.jp/
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 ◎ 「熱中症警戒アラート」が発表されていない場合であっても、一定の時間間隔で暑さ指数（WBGT）

を測定・記録（活動場所で測定）するなどしながら、児童生徒の状況等に応じて日常生活や運動の実
施の可否を判断するとともに、下校時間の繰り上げ等の措置を検討します。 
（例）毎朝○：○○に暑さ指数を計測・記録し、以降は○時間ごとに計測・記録を行う。 

 

 

 

 

環境省が、「熱中症予防情報サイト」において、発表対象地

域内の暑さ指数（WBGT）算出地点のいずれかで
、、、、、

、日最高

暑さ指数（※）を 33以上と予測した場合に発表 
※一日のうちで最も高い暑さ指数 
 

（参考：「熱中症環境保健マニュアル 2022」（環境省）） 

◎「熱中症警戒アラート」が発表されたときには、暑さ指数、児童生徒や地域の 

状況、学校の環境等を勘案し、臨時休業の実施を検討します。 
    
○ 環境省の「熱中症予防情報サイト」により、自校の所在地又は近隣の地域における 
暑さ指数予報を確認する。 
○ 登下校時の安全が確保でき、空調設備が整備されているなど、暑熱環境の危険性を 
低くできる場合には、必ずしも臨時休業とする必要はなく、状況に応じて判断する。 

「熱中症警戒アラート」が発表されたときの対応 

【根拠規定】 
○ 北海道立学校管理規則（昭和 32年教育委員会規則第１号）（抄） 
 （臨時休業） 
第 27条 校長は、次の各号のいずれかに該当するときは、臨時に授業を行わないことができる。 

  (1) 学校所在地又は大半の幼児、児童若しくは生徒が居住している地域に、気象等に関する特
別警報が発表されたとき等、非常変災その他急迫の事情があるとき。 

 (2) その他校務の運営上やむを得ないと校長が認めるとき。 
 （臨時休業の報告） 
第 28条 校長は、前条の規定により臨時に授業を行わなかったときは、速やかに教育長に報告
しなければならない。 

学校における対応（例） 

２日前（～前日） 
【予測値の確認】（環境省「熱中症予防情報サイト」） 
担当：○○先生 
 
 
 
 
□全教職員に通知 
□対応の検討（及び決定） 
 ・臨時休業等  ・教室での授業 
 ・登下校    ・体育 
 ・各種行事   ・部活動 
・保護者や児童生徒への周知方法 
・市町村教育委員会や近隣校との情報共有 

            など 

前日 17:00 
【予報の確認】 
担当：○○先生 
 
 
 
 
□全教職員に通知 
 

アラート発表 アラート発表の可能性あり 

当日 5:00 
【予報の確認】 
担当：○○先生 
 
 
 
 
□全教職員に通知 
 

アラート発表 

必要に応じて児童生徒や保護者に通知 
・HPへの掲載 ・一斉メール など 

「熱中症警戒アラート」とは 
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(2) 熱中症防止の留意点 

  暑さ対策を講じる場合には、校長は、各教職員に指示して、以下の留意点を踏まえ、教育課程の内外を

問わず適切な熱中症の防止措置をとります。 

環境の 

留意点 

・直射日光、風の有無：直射日光の下での活動や風がない状態での活動を避ける。 

・急激な暑さ：季節の変わり目などにおいて、急に暑くなったときには注意する。 

主体別の 

留意点 

・体力、体格の個人差：肥満傾向、体力の低い児童生徒には注意する。 

・健康状態、体調、疲労の状態：運動前の体調チェック、運動中の健康観察を行う。 

・暑さへの慣れ：久しぶりに暑い環境で体を動かす際には注意する。 

・衣服の状況など：衣服は軽装で透湿性や通気性のよい素材とし、直射日光は帽子で

防ぐ。 

運動中の 

留意点 

・運動の強度、内容、継続時間：部活動におけるランニング、ダッシュの繰り返しに

注意する。また、プールは、暑さを感じにくいが実際には発汗しているため気付か

ないうちに脱水を起こしやすいことなどが、熱中症の原因になることに注意する。 

・水分補給：0.1％～0.2％程度の食塩水やスポーツドリンク等をこまめに補給する。 

・休憩のとり方：激しい運動では、30分に１回の休憩が望ましい。 

 

 (3) 児童生徒に対する熱中症に関する指導 

   校長は、各教職員に指示し、児童生徒に対して以下の指導を行うことにより、熱中症の未然防止に努め

ます。 

・暑い日には、帽子を着用する、薄着になる、運動するときはこまめに水分を補給し、休憩を取る

など、熱中症防止のための対応をとること。 

・暑い日の運動前には、「体調チェック表」を用いて自らの体調を確認すること。 

・気分が悪い、頭が痛いなど、体調に異変を感じた場合は、躊躇なく申し出ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考：「学校の『危機管理マニュアル』等の評価・見直しガイドライン」（文部科学省）） 

 人間が上手に発汗できるようになるには、暑さへの慣れが必要です。 

 暑い環境下での運動や作業を始めてから３～４日たつと、汗がより早くから出るようになっ

て、体温上昇を防ぐのが上手になってきます。さらに３～４週間たつと、汗に無駄な塩分を出

さないようになり、熱けいれんや塩分欠乏によるその他の症状が生じるのを防ぎます。 

このようなことから、急に暑くなった日に屋外で過ごした人や、久しぶりに暑い環境で活動

した人などは、暑さに慣れていないため熱中症になりやすいのです。暑いときには無理をせず、

徐々に暑さに慣れるように工夫することが大切です。 

コラム 急に暑くなる日や継続する暑さに注意しましょう 

（参考：「学校の『危機管理マニュアル』等の評価・見直しガイドライン」（文部科学省）） 

（参考：「熱中症環境保健マニュアル 2022」（環境省）） 
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 (4) 運動前の体調チェック 

   熱中症を防止するためには、児童生徒が自ら体調管理等を行うことができるよう、適切に指導する必要

があります。体育や部活動の運動前に、「体調チェック表」を基に自分の体調を確認することや、児童生

徒同士で互いに水分補給の声かけを行うこと、体調不良を感じた場合には躊躇なく教職員に申し出ること

などについて、児童生徒への指導を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「体調チェック表」の例】 

 

体調チェック表 

 

 次の項目に当てはまる場合は、チェック欄に ✓ 印を記入しましょう。 

 

氏名  記入日   年   月   日（  ） 

 

チェック欄 確認項目 

 睡眠不足になっている（前日の晩、よく眠れなかった等） 

 朝食を抜くなど、食事をとれていない 

 疲れがたまっている 

 熱がある（熱っぽい）、喉が痛いなど、風邪の症状がある 

 腹痛がある、下痢をしている 

 胸の痛み、息苦しさがある 

 手・足（関節など）に痛みがある 

 その他、身体に痛みがある 

 暑さの中での運動は久しぶりである 

その他、体調等に関して気になることがある（記入してください） 

 

（参考：「学校の『危機管理マニュアル』等の評価・見直しガイドライン」（文部科学省）） 
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３ 熱中症への救急処置 

めまい・失神・筋肉痛・筋肉の硬直・大量
の発汗・頭痛・不快感・吐き気・嘔吐・倦
怠感・虚脱感・意識障害・けいれん・手足
の運動障害・高体温 

熱中症を疑う症状が
ありますか？ 

Check１ 

呼びかけに応え
ますか？ 

Check２ 

はい 

涼しい場所へ避難し、 
服をゆるめ体を冷やす 

水分を自力で 
摂取できますか？ 

Check３ 

はい 

はい 

はい 

水分・塩分を補給する 

症状がよくなり 
ましたか？ 

Check４ 

そのまま安静にして 

十分に休息をとり、 

回復したら帰宅しましょう 

救急車を呼ぶ 

医療機関へ 
いいえ 

いいえ 

いいえ 

【救急車を待つ間の処置】 
救急車到着までの間、積極的に体
を冷やす。 
※呼びかけへの反応が悪い場合は、
無理に水を飲ませない。 
※氷のう等があれば、首、腋の下、
大腿のつけ根を集中的に冷やす。 
※スポーツによる労作性熱中症の
場合、全身を冷たい水に浸す等の
冷却法を行う。 

【役割分担】 
 □被災者への対応者 
 □救急車要請・連絡等の担当者 
 □救急搬送付添者（本人が倒れたときの状

況を知っている人） 

迅速に体温を下げることができ
れば、救命率が上がります!! 

（参考：「熱中症環境保健マニュアル 2022」（環境省） 
「スポーツ事故ハンドブック」（独立行政法人日本スポーツ振興センター） 
「学校の『危機管理マニュアル』等の評価・見直しガイドライン」（文部科学省）） 

意識障害は、初期には軽いこともあること
から、必ず誰かが付いて見守り、少しでも
応答が鈍い、言動がおかしい等の意識障害
が見られる場合は、熱中症を疑って処置
（救急車の要請）をしましょう。 

現場での処置によって症状が改善した場
合でも、当日のスポーツ参加は中止し、少
なくとも翌日までは経過観察が必要です。 

速やかに 
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（学校における熱中症対策ガイドライン作成の手引き（令和３年５月／環境省・文部科学省より抜粋）） 

 

事例の概要 時期 ７月 被害児童 小学校第 1学年男子 事故種別 校外学習（徒歩） 

学校から約１ｋｍ離れた公園での校外学習後に教室で様子が急変し、意識不明となり救

急搬送されたが死亡が確認された。 

当日の状況 気温 32.9℃ 、 暑さ指数（ＷＢＧＴ）32 ※午前 10時の状況 

事故の要因 ・暑さ指数（WBGT）32で「危険」レベルであった。 

・体温調整能力が十分に発達していない低学年であった。 

・熱中症や暑さ指数等について、教員が知識不足であった。 

・水分補給や体力の状況を十分に把握していなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事例の概要 時期 ６月 被害児童 高等学校第２学年男子 活動種別 部活動（野球） 

グランドの石拾い、ランニング（200ｍ×10周）、体操・ストレッチ、100ｍダッシュ

25本×２を行っていた。100ｍダッシュの途中で足がつったので休憩をした。その後、

顧問が体調を確認して再開したところ、運動開始から約２時間後に熱中症になり、死亡

した。 

当日の状況 気温 24.4℃ 、 湿度 52％ 

事故の要因 ・被害生徒は肥満傾向であった。 

・暑さに慣れていない時期に運動強度が高い運動を行った。 

・熱中症を疑う症状を確認しているのに、十分な処置をしていなかった。 

・熱中症について、教員が知識不足であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 学校で起きた熱中症による死亡事故例 

事例
１ 

★激しい運動ではなくても、暑さ指数が高い日には注意が必要である！（特に低学年では注意！） 

★学校として、熱中症予防について理解を深める必要がある！ 

事例
２ 

★暑くなる時期には、暑さに慣れるまで徐々に運動強度を増やすようにする必要がある！ 

★個人の条件（肥満傾向）や体調を考慮する必要がある！ 
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     学校における熱中症対策に係る重点項目チェックリスト           

重点項目（体制整備） Check 

○ 熱中症に係る情報収集の手段や学校における暑さ指数（WBGT）を把握する方法が整備され

ている。 

 例）熱中症予防情報サイト等への登録、暑さ指数（WBGT）計による暑さ指数（WBGT）の測

定及び記録体制の整備 など 

 

○ 上記により収集した熱中症に係る情報について、全教職員や保護者等に伝達する方法が整備

されている。 

 例）校内放送や電子メール等により、暑さ指数（WBGT）等の情報を全教職員及び保護者等に

伝達する体制の整備 など 

 

○ 暑さ指数（WBGT）を基準とした運動や各種行事等の内容の変更、中止・延期の判断基準を

設定している。 

 例）暑さ指数に応じた運動や各種行事等の指針の設定、熱中症警戒アラート発表時の対応の設

定、中止・延期の判断を伝達する体制の整備 など 

 

○ 暑さ指数（WBGT）に基づく運動等の指針や熱中症警戒アラート発表時の対応などを保護者

等と共有している。 

 例）学校だより等による周知、事故発生時の保護者への連絡を確実かつ正確に行う体制の整備 

など 

 

○ 基本的な熱中症予防について、全教職員で共通理解を図るための校内研修等を実施してい

る。 

 例）熱中症についての理解、暑さ指数（WBGT）に基づく具体的な対応策、熱中症事故発生時

の具体的な対応 など 

 

重点項目（予防） Check 

○ 急に暑くなったときは運動を軽くし、体が暑さに慣れるまでの数日間は、休憩を多く取りな

がら、軽い短時間の運動から徐々に運動強度や運動量を増やすようにしている。 

 

○ 暑くなることが予想される場合、暑い時間帯における体育的活動の回避や運動時間の短縮、

運動量を軽減する等の配慮をしている。 

 

○ 健康観察をとおして児童生徒の健康状態を把握し、体調に応じた指示（運動の軽減、休息等）

をしている。 

 

○ 暑いときには、水分を補給するよう指示し、児童生徒が水分補給をしたことを見届けている。  

○ 暑いときには、軽装（着帽を含む）で活動に取り組むよう指示している。  

○ 運動中に体調が悪くなった場合は無理をせず、自ら運動を辞退するよう指示している。  

 

 

 

 

 

【資料２】 
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Ⅲ 事後の危機管理 ～復旧・復興する～ 

１ 事後の対応 
 

 

 

（１）安否確認 

【安否確認の内容と教職員の対応】 

①児童生徒等が学校内にいる場合の安否確認 

・負傷者がいるかどうか、全員を集合させるもしくは、授業等の担当者が把握して報告する。 

・休憩時間や放課後などは、児童生徒等の状況把握が困難となるため、教職員はあらかじめ決められた、そ

れぞれの担当場所に急行し、速やかに負傷者の有無を確認する。 

・児童生徒等が校舎外に出て、学校周辺の店や民家、子供 110 番の家などに避難していないかを調べる。 

・ 校外活動中の場合も上記のような安否確認を行い、学校に報告する。 

②児童生徒等が登下校中や自宅にいる場合の安否確認 

 児童生徒等の自宅やその周辺、学校周辺の店や民家、子供 110 番の家、避難所などに避難している者が 

いないか、けがをしていないかを調べる。その際、教職員は被害（二次被害等も含め）に巻き込まれないよ 

うに注意すること。 

③安否情報の集約 

・職員室や事務室など、各学校で情報を集約する場所、総括担当者を決め、確認を進める。（事前に負傷者 

名簿を備えておく。） 

・負傷者がいる場合には、速やかに、応急手当ての実施や救急車の要請などの対応に移る。 

・学校の電話に問合せが殺到し、使用できなくなることに備え、連絡・通信手段の複線化を図っておく。 

※災害時の安否確認については、「学校防災マニュアル（地震・津波災害）作成の手引き」を参考。 

 

（２）引渡しと待機 

①引渡しの判断 

 引渡しの判断時には、地域の様子や被害の状況、今後の見通しなどの情報を複数の方法で収集し、児童生

徒等の安全を最優先にした判断が求められる。その際、例えば右記の

ようなことに留意して判断することが必要になる。 

 事故等の発生後、安全が確保された場合でも、児童生徒等が不安や 

恐怖心を抱いているときには、保護者に引渡しをしたり、保護者によ

る登下校時の引率やボランティア等による巡回を依頼したりするな

ど、配慮が必要。 

 

 

 

 

 

 

②引渡し手順の明確化 

 引渡しの際には、一度に多くの保護者が集まり、混乱、錯綜することが予想されるため、あらかじめ引渡

しの手順を明確にしておく。 

 例えば、年度初めに、緊急時引渡しカードに引渡し者を登録するなど、確実に引渡しが行えるよう、児童

生徒等及び保護者と手順を確認しておく。家庭の状況により、保護者等の帰宅が困難になるような家庭の児

童生徒等については、学校に留めるなどの事前の協議・確認も必要。校外活動中、登下校中の対応について

も同様に事前の協議・確認しておくことが求められる。 

事故発生後、速やかに児童の安全を確認するとともに、安全を確保した下校方法等を検討す

る必要があります。 

引渡しの判断基準（例） 

● 通学路に被害が発生していないか 

● 地域の被害が拡大するおそれがないか 

● 下校の時間帯に危険が迫ってこないか 

● 引渡す保護者にも危険が及ばないか 

大雨や雷等の自然災害での引渡しの判断 

 大雨が降っていたり、雷が鳴っていたりしている場合に下校させることは危険である。事前に気象情報や警報等の情報を速やか

に収集し、危険に遭わないよう下校又は待機（避難）を判断することが大切。 

 また、学校周辺だけでなく、児童生徒等の通学路の状況や公共交通機関等も踏まえて判断することも必要。 
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 また、障害のある児童生徒等については、一層の配慮が必要になることから、個々の実態を踏まえた対策

を行う。 

 

（３）教育活動の継続 

・校舎内の安全な場所で学習スペースを確保する。校舎が使えない場合は、他校を使用することも検討

する。 

・事故等の発生現場等の使用は避けた校舎の使用計画を検討する。 

・養護教諭・スクールカウンセラーや学校医等と連携し、児童生徒等の心身の状態に配慮しながら検討

する。 

【避難所運営との調整】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 心のケア 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 文科省『学校の危機管理マニュアル作成の手引き』より 

文科省『学校の危機管理マニュアル作成の手引き』より 
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３ 調査・検証・報告・再発防止等 
 

（１）調査・検証・報告・再発防止等 

①情報の整理と保護者等への説明、対応 

・事故等の発生状況や経過、負傷者等の状況、緊急に実施した措置などを記録・整理しておく。 

・できる限り迅速かつ確実に事実確認を行い、学校側が知り得た事実は、被害児童生徒等の保護者に対し正確

に伝える等、責任のある対応を行う。このとき、被害児童生徒等の保護者への対応に当たる責任者を決め、

誠意ある事態への対処に努める。 

・保護者間に臆測に基づく誤った情報が広がることを防ぐために、被害児童生徒等以外の保護者に対しても、

状況に応じて、学校から速やかに正確な情報を伝えることが必要であり、事故・事件の深刻さ等を勘案し、

状況に応じて、保護者説明会等の開催など、必要な情報共有を行う。 

・報道機関等へは、情報を整理し適宜提供する。その際、情報の混乱を避けるため、窓口を管理職に一本化す

る。 

 

②学校設置者等への報告、調査・検証の実施、再発防止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）対応の際に特に留意すべき点 

①被災児童生徒等の保護者への継続的な支援 

・被害児童生徒等の保護者への説明は対応窓口を一本化し、説明が矛盾することなく、事実を正確に伝えるよ

うにする。 

・被害児童生徒等の保護者は、大きなショックを受け、不安を抱えているため、家庭訪問等により継続して寄

り添っていく対応等が求められる。また、保護者の要望や状況に応じて信頼できるスクールカウンセラーや

スクールソーシャルワーカー等を紹介し、相談・支援が受けられるようにする。 

学校設置者等への報告・基本調査の実施 

【学校の設置者への報告】 

○ 重篤な事故（死亡事故及び治療に要する期間が 30 日以上の負傷や疾病を伴う場合等）について学

校の設置者に報告する。（死亡事故については国まで報告） 

【基本調査の実施】 

○ 基本調査は、対象となる事案の発生後速やかに着手する調査であり、事故等に至る事実関係を整理す

ることを目的として実施するもので、基本的に学校が実施する。 

・調査開始から３日以内をめどに関係する全ての教職員に記録用紙を配付し事故等に関する事実を記録

するなど、可能な限り事実を集める。 

・現場に居合わせた児童生徒等に対しては、心のケアと事実関係の確認の両立を図ります。聴き取り等

に際しては、スクールカウンセラー等の専門家の支援を受けて判断を行い、必ず複数の教職員で対応

するとともに状況に応じてスクールカウンセラーを同席させる。 

・整理した情報を学校の設置者に報告します。 

○ 被害児童生徒等の保護者への最初の説明は、調査着手からできるだけ 1 週間以内を目安に実施する。 

詳細調査への移行 

○ 詳細調査は、基本調査の内容を踏まえ、事故等発生の原因の解明と再発防止策のために実施するもの

である。 

○ 詳細調査への移行の判断は、保護者の意向にも十分配慮しながら、学校の設置者が判断する。 

○ 学校の設置者等が、中立的な立場の外部専門家等からなる調査委員会を設置して実施する。 

○ 調査委員会又は学校の設置者は調査結果を被害児童生徒等の保護者に説明する。（調査の経緯につい

ても適宜適切に報告） 

調査結果の公表・再発防止策 

○ 調査の目標・目的に照らし、今後の学校事故予防・再発防止に調査結果を役立てる。 

○ 学校、学校の設置者等は報告書の提言を受け、速やかに具体的な措置を講ずるとともに、講じた措置

及び実施状況について、適時適切に点検・評価する。 
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・被害児童生徒等の保護者への支援は、継続的に行う。人事異動で学校又は学校の設置者の対応窓口が変わる

場合も、継続的な支援が行えるよう、情報共有と引継ぎの体制を構築する。 

・事故等に遭った児童生徒等のきょうだいへのサポートは学校の大切な役割であるため、きょうだいが他校に

いれば、他校と連携し、継続的なサポートを行う。 

・被害児童生徒等が死亡した場合は、被害児童生徒等の保護者の意向を確認の上、学校として通夜や葬儀にど

う対応するか方針を定める。 

・葬儀が終わった後も、被害児童生徒等の保護者への関わりは継続して行い、学校との関わりの継続を求める

被害児童生徒等の保護者に対しては、他の児童生徒等の気持ちにも配慮しつつ、クラスに居場所を作る等の

工夫をする。 

・被害児童生徒等の保護者の感情に配慮し、専門的なケアの希望が出た場合には、信頼できる専門機関等を紹

介又は情報提供を行う。 

・学校は、学校の管理下で発生した児童生徒等の事故等に際しては、「災害共済給付制度」について、保護者

に説明（制度に加入していない場合を除く）する。その際は、給付対象外となる場合もあるため、制度につ

いて正しく理解した上で説明する。また、被害児童生徒等の保護者の感情に十分配慮し、適切な時期に連絡

し説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※災害共済給付の請求について 

 独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度は、学校の管理下の事故等があった場合、 

児童生徒等の保護者等に対して、医療費（医療保険並の療養に要する費用の額の 4/10）、障害見舞金、死

亡見舞金の給付を行う制度です。 

 災害共済給付の請求を行う際の事故等の状況の記載には、基本調査等の記録を活用することができま

す。 







 

 

 

児童生徒の自殺が起きたときの 

学校等の対応マニュアル 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年１月 北海道教育委員会 

 
本マニュアルは、文部科学省作成の３種類の資料（Ａ、Ｂ、Ｃ）を参考にして

います。 
Ａ：「子どもの自殺が起きたときの緊急対応の手引き」（平成 22 年３月）  
Ｂ：「児童生徒の自殺が起きたときの背景調査の指針」（令和７年 12 月改訂） 
Ｃ：「生徒指導提要」（令和４年 12 月） 
該当ページを「Ａ：P. 1」（＝資料Ａの１ページ）のように示していますので、

適宜、参照してください。 

参考資料 

 本マニュアルは、児童生徒の自殺が起こった場合の対応として、大まかな
流れを示したものです。 

事案によって対応を同時に進めたり、細かな配慮が必要になったりする場
合があることから、事案の状況や調査の進展状況に応じて、対応を検討する
ことが重要です。 

 

対応１ 初期対応 
対応２ 基本調査の実施 
対応３ 情報の整理と報告・説明 
対応４ 詳細調査への移行の判断 
対応５ 遺族に対する詳細調査の事前説明 
対応６ 詳細調査の実施 
対応７ 報告書のとりまとめと遺族への説明 

対応の流れ 



- 1 - 

 

 
 
 
 
 

対応の流れ 対応の具体例 
 
 

 

 

 

 

 

 

(1) 状況の把握  

▶ A：P.1、4～6 

▶ B：P.8～9 

 

※様式１ 
▶ B：P.46～47 

 

 

 

 

 

 

 

【校内で起こった事案の対応例】 

 ①現場での応急処置 

 ②居合わせた児童生徒への対応 

 ③外部からの問合せへの対応 

 ④警察との連携 

⑤報道への対応 

 

□ 何が起こったのか、客観的で正確な事実を把握する。 

 ※自殺かどうかは推測や報道内容で判断しない。 

 

□ 遺族や警察、教育委員会等との「対応経過」を時系列でメモする。 

 

□ 校長、担任、連絡窓口となる教職員（個別担当）で亡くなった児童生徒の自

宅を訪問する。 

 

□ 遺族に対し、様式１を活用し、背景調査（基本調査及び詳細調査）の内容、

学校の担当者、相談窓口等について説明する。 

※単に様式１を配付するだけではなく、遺族に寄り添った対応が必要。 

 ＜遺族への説明・確認内容の例＞ 

  ①背景調査等の説明 

・基本調査及び詳細調査について 

・学校の担当者、相談窓口（子ども相談支援センター、ほっかいどうこど

もライン相談等）について 

・災害共済給付制度について 

②事実の確認 

   ・事故発生時の様子      

   ・遺書の有無（あればその内容） 

   ・亡くなった児童生徒の最近の様子  

   ・関係する出来事、心当たり 

  ③意向の確認 

   ・他の児童生徒、保護者への説明内容（死因や動機等） 

   ・集会や発出する文書の内容 

   ・報道への公表内容 

   ・葬儀等への参列等 

  ※遺族の意向が、「自殺であったことを伏せたい」場合は、他者への伝え方

には十分な配慮が必要である。 

  ※報道対応が必要な場合、対応内容についてあらかじめ遺族に丁寧に説明

し、報道機関に伝えることができる情報の範囲を確認する。 

 

 

 

 

(2) 初期目標の設定 

▶ A：P.1 

□ 何をすべきかイメージしやすい目標を設定する。 

 ＜初期目標の例＞ 

  ①遺族の気持ちに寄り添うこと 

  ②心のケア 

  ③学校の日常活動の回復 

  ④自殺の連鎖（後追い）防止 

自殺又は自殺が疑われる事案発生 

 

◆「自殺かどうか」を学校が判断するのではなく、警察と連携し、正確な情報の把握に努める。 
◆基本調査実施前にいじめの疑いを把握した場合は、いじめの重大事態として調査を実施する。 
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対応の流れ 対応の具体例 

(3) 全校体制の確立 

▶ A：P.2～3 

▶ C：P.203～204 

□ 全校体制（役割分担）を確立する。 

 ＜危機時の校内役割分担の例＞ 

  ・遺族との窓口 …………… 校長、教頭、学級担任 

  ・報道対応 ………………… 教頭 ※窓口の一本化の徹底 

  ・指導資料の集約・整理 … 学年主任、教務部 

  ・情報の集約・まとめ …… 生徒指導部 

  ・心のケアの計画 ………… 養護教諭など 

 

□ 保護者会や記者会見の検討・準備をする。 

 

□ 事故発生後に初めて児童生徒が登校する学校 

再開日の対応方針を検討・準備をする。 

(4) 情報収集・発信   

▶ A：P.5～6 

□ 情報を収集しつつ、整理し、全教職員が共通認識すべき内容は、しっかり共

有する。 

 

□ 憶測に基づくうわさ話が広がらないように、正確で一貫した情報発信を心が

ける。 

 ※情報発信では、外部に出せるものは何なのかを明確にし、保護者、児童生徒、

マスコミへの説明がちぐはぐにならないようにする。 

(5) 遺族及び周囲へ 

の心のケア 

▶ A：P.3、7～9 

□ スクールカウンセラーのみならず、精神保健局や職能団体等に援助を求め、遺

族、在校児童生徒、その保護者及び教職員へのカウンセリングはもちろん、保護

者会での心のケアの講話などの態勢を整える。 

 

□ 亡くなった児童生徒と関係の深い児童生徒や過去に自殺未遂を起こしたこと

がある等自殺の危険の高い児童生徒、現場を目撃した児童生徒などをリストア

ップし、早めに関わるとともに、専門家のカウンセリングを受けられる体制を整

える。 

 

 

(6) 保護者への説明 

▶ A：P.7 

□ 保護者向け文書を発行する。 

 ＜文書の内容＞ 

  ・今回の事実 ・学校の対応 

  ・今後の予定 ・子どもへの接し方や校内のカウンセリング 

・外部の医療機関や相談先の情報 など 

 

□ 保護者会（全校または当該学年）の開催準備をする。 

 ※ただし、事実の説明については、あらかじめ遺族の意向を確認すること。 

 ※スクールカウンセラーなどの協力が得られる場合、保護者会でスクールカウ

ンセラーなどから心のケアについて 20分程度の講話（心理教育）を依頼する。 

(7) 全校の児童生徒

への説明 

▶ A：P.10～12 

□ 学校再開日における、児童生徒への伝え方について綿密に準備する。 

 ※クラスによって、伝える内容が大きく変わらないように、伝える内容の基本形

を定める等の工夫をするとともに、スクールカウンセラーなどの助言を受け、

教師同士で十分に打合せをし、そのクラスに即した説明を行う。 

 ※遺族が、自殺の事実を伝えないで欲しいと希望する場合は、伝え方を工夫する

必要がある。  

  

□ 全校集会で校長が伝える場合は、短時間で終え、すぐに各クラスでの対応を行

う。 

(8) 報道対応 

▶ A：P.5～6 

□ ２社以上の取材（依頼）があった場合には、記者会見を開くつもりで準備する。 
 

□ 事案発生（認知）直後、十分な情報が得られていない段階で、トラブルや不適

切な対応がなかったと決めつけず、この時点では「これからよく調べる」「現在

調査中である」等と応答を留保することもあり得る。 

 

◆職員を派遣（実務経験のあ
る職員を含む） 

 →学校では手の回らない
部分をサポートする。 

教育委員会 

◆道教委は、要請に応じ、スクールカウンセラーの緊急派遣を行う。 



- 3 - 

 

 
 

対応の流れ 対応の具体例 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
(1) 指導記録等の確

認  
▶ B：P.16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
□ 亡くなった児童生徒に関わる次の記録等を即時集約し、確認・保管する。 
 ＜即時集約、確認・保管する記録等の例＞ 
  ①指導記録や教育相談の記録等 

 ※前提として、指導記録や教育相談の記録等を日常的に蓄積する必要がある。 
  ②いじめアンケート及び１人１台端末等を活用した健康観察の結果等 
  ③作文や作品等 
  ④「連絡帳」や「生活ノート」等 
  ⑤教科書やメモ、プリント類等 
  ⑥「学級日誌」や部活動、委員会活動などに関するノート等 

⑦亡くなった児童生徒の机や上履き等の所有物の状況 

(2) 全教職員からの
聴き取り  
▶ B：P.16～17 
 

※ スクールカウン

セラーやスクール

ソーシャルワーカ

ー、指導員等の学

校に派遣・配置さ

れている外部人材

からも聴き取りを

実施する。 

□ 調査に先立って、全教職員に調査の趣旨・対象を説明する。 
 ※亡くなった児童生徒が置かれていた状況や児童生徒の人となりを把握するた

めに必ず行う調査であり、全員が対象である。 
 
□ 亡くなった児童生徒の状況や指導等について聴き取る。（原則３日以内） 
 ＜聴き取り内容の例＞ 
  ・学習面や進路面等で把握していること 

・亡くなった児童生徒が所属する学級や部活動、委員会活動等での様子 
・服装、持ち物、提出物等の状況 
・友人や教職員との関係等の対人関係 
・亡くなった児童生徒の健康面や性格面 
・家族関係や学校外での生活のことで把握していること 等 

(3) 亡くなった児童
生徒と関係の深か
った児童生徒への
聴き取り調査及び
心のケア 
▶ B：P.17 

□ 聴き取りの前には、対象となる児童生徒の保護者に連絡して理解・協力を依
頼するとともに、保護者や専門家と連携してケアの体制を万全に整える。 

 ※聴き取りをしたことが周囲に知られないように十分配慮する。 
 
□ 自殺の事実が伝えられていない場合には制約を伴うこととなり、自殺の背景
にある生前の状況等を聴き取ることは事実上困難になることに留意する。 

 
 
 

対応の流れ 対応の具体例 

(1) 学校の設置者へ
の報告 
▶ B：P.18 

□ 得られた情報の範囲内で、様式２を用いて、情報を時系列にまとめるなど整
理し、整理した情報を学校の設置者に報告する。 

 

(2) 基本調査に関す
る遺族への説明 
▶ B：P.18～19 
 
※様式２ 
▶ B：P.48～56 

※様式３ 
▶ B：P.57～58 

 

□ 様式２を用いて基本調査の結果を遺族に説明する。 
※調査結果がまとまる前であっても、最初の説明は、調査着手からできるだけ 
１週間以内を目安に行う。その際、詳細調査に先行して、アンケート調査や 
聴き取り調査を実施することが可能であることについて説明を行うこと。 

 
□ 様式３を活用して、遺族に詳細調査実施の意向を確認する。また、国における
要因分析・研究での活用のために様式２を文部科学省等に共有することについ
ても確認する。 

 

 

◆「基本調査」とは、自殺又は自殺が疑われる死亡事案について、全件を対象として、事案発生（認
知）後、速やかに着手する調査であり、当該事案の公表・非公表にかかわらず、学校がその時点で
持っている情報及び基本調査の期間中に得られた情報を迅速に整理するもの。 

◆調査を迅速かつ適切に行うためには、「聴き取り」「情報の整理」の２チームに分けて対応するなど
の体制構築も考えられる。 

◆事実関係の整理に時間を要する場合、遺族に対して、適時、適切な方法で経過説明を行うこと。 
◆基本調査実施後にいじめの疑いを把握した場合は、基本調査の中で把握した事実に関して、いじめ
の重大事態の調査に係る調査組織へ共有した上で、いじめの重大事態の調査を実施する。 

 

◆この時点で得られている情報は断片的である可能性があり、「学校では悩みを抱えていなかった」の
ような断定的な説明はできないことに留意すること。 
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対応の流れ 対応の具体例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 詳細調査への移

行判断  

▶ B：P.20～21 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 詳細調査への移行の判断は、学校の設置者が行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 詳細調査に先行

したアンケート調

査・聴き取り調査

実施の判断  

▶ B：P.22 

□ 詳細調査の組織の設置まで時間がかかる場合等においては、学校の設置者の

責任において、詳細調査に先行して、アンケート調査や聴き取り調査を緊急的

に実施するかどうかを判断する。 

 
 
 

対応の流れ 対応の具体例 

(1) 詳細調査開始決

定後すぐの説明 

▶ B：P.24 

 

 

 

＜説明内容の例＞ 

①調査の目的・目標 

②調査組織構成の意向の確認 

③調査方法等の確認 

④窓口担当者や連絡先の説明 など 

※遺族に対して、事前説明を行う際は、説明事項をリスト化して遺族に示すな

ど説明内容を「見える化」することに留意。 

(2) 調査組織等体制

が整った段階での

説明 

▶ B：P.25～26 

 

＜説明内容の例＞ 

①調査の目的と目標 

②調査組織の構成 

③調査時期・期間 

④調査事項・調査対象 など 

 

 

【詳細調査に移行すべき事案の考え方】 

◆全ての事案について、心理の専門家等の第三者性が確保された専門家を加えた調査組織で詳細調

査を行うことが望まれる。 

◆これが難しい場合は少なくとも次の場合に、詳細調査に移行する。 

ア）学校生活に関係する要素が背景に疑われる場合 

イ）遺族の要望がある場合 

ウ）その他学校の設置者が必要と判断した場合 

※学校生活に関係する要素とは、「学業不振」、「進路に関する悩み（入試に関する悩みを含

む）」、「教職員との関係（体罰・不適切な指導等を含む）」、「学友との関係（いじめを含む）」、

「学校生活における性別による偏見・差別」、「その他（例：不登校又は不登校傾向、原級

留置、転校等、暴力行為、暴力以外の素行不良、指導困難学級等）」である。 

 ◆この時点で、「いじめにより自殺が生じた疑い」が認められる場合は、いじめ防止対策推進法第 28

条第１項の規定により、いじめの重大事態調査を実施する必要がある。 

道立学校における事案については、基本調査の報告を受けた教育局

が調査委員会（意見聴取会）を主催し、詳細調査に移行するかどうか

を判断する。 

 B：P.27  

◆基本調査の内容については、様式２を用いて取りまとめ、得られた資料とともに保存する。 

◆遺族が詳細調査を望まない場合でも、「ア）学校生活に関係する要素」に該当する場合や、「ウ）その

他学校の設置者が必要と判断した場合」には、自殺の事実を伝えての調査（アンケート調査等）は難

しいとしても、基本調査で得た資料を、守秘義務を担保しつつ、第三者性が確保された専門家等の助

言を得ながら、学校の設置者が、得られた情報の範囲内での検証や再発防止策を検討する必要があ

る。 

詳細調査に移行しない場合 
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対応の流れ 対応の具体例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 調査組織の設置 

▶ B：P.28～31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 調査主体は、特別な事情がない限り、学校ではなく、学校の設置者とする。 

 ※自殺に至る過程や心理を検証するには高い専門性が求められるため、第三者

性が確保された専門家が参画した調査組織とすることが必要であり、調査の

公平性・中立性を確保することが求められる。 

(2) 詳細調査の実施 

▶ B：P.31～37 

  

 

＜詳細調査の内容の例＞ 

・基本調査の確認 

・学校以外の関係機関への聴き取り 

・児童生徒に自殺の事実を伝えて行う調査 

・遺族からの聴き取り 

※詳細調査は、あらかじめ遺族の了解を得て、自殺の事実を児童生徒に伝える

ことが前提。 

※遺族に対して、定期的及び適時のタイミングで経過報告を行うことが必要。 

 
 
 

対応の流れ 対応の具体例 

(1) 報告書の取りま

とめ 

▶ B：P.37～39 

＜調査報告書の取りまとめの例＞ 

・調査内容の整理 

・調査内容の整理から認定しうる事実や自殺に至る過程・心理の検証 

・学校の設置者及び学校の対応 

・再発防止策・自殺予防の提言 など 

(2) 遺族への適切な

情報提供 

▶ B：P.39～40 

 

□ 調査報告書本体又はその概要版資料を提示又は提供し、口頭で説明する。 

※遺族が学校及び学校の設置者の担当者に対して、不信感を抱いている場合は、

別途適切な者を検討することが必要。 

※調査報告書に対して、遺族と事前に確認した調査事項について、調査漏れが

ある場合等は、追加で調査を行うことが望ましい。 

＜説明内容の例＞ 

・調査を通じて確認された事実関係  

・学校の設置者及び学校の対応の検証 

・再発防止策 など 

＜確認内容の例＞ 

・調査報告書の公表の意向 

・調査報告書を国における要因分析・研究での活用のために文部科学省等に共有

すること 

 

再発防止策の実施 

 

◆詳細調査とは、自殺又は自殺が疑われる死亡事案の場合に、基本調査等を踏まえ、心理の専門家等
の第三者性が確保された専門家を加えた調査組織において行われる詳細な調査である。 

◆詳細調査では、事実関係の確認のみならず、自殺に至る過程を丁寧に探り、自殺に追い込まれた心
理を解明し、それによって再発防止策を打ち立てることを目指す。 

◆詳細調査開始後にいじめの疑いを把握した場合は、詳細調査を実施している調査組織において、重
大事態のガイドライン第６章で示す内容が既に反映されている場合は、その時点で、詳細調査を実
施している調査組織が、詳細調査において明らかになった事実等を引き継いだ上で、重大事態調査
を行うことも考えられる。反映されていない場合は、重大事態調査を行う上で必要な専門家や第三
者を調査組織に加えて、調査を実施することが必要である。 

◆詳細調査終了後にいじめの疑いを把握した場合は、詳細調査を実施した調査組織が解散していなけ
れば、詳細調査開始後にいじめの疑いを把握した場合と同様に詳細調査を実施した調査組織が重大
事態調査を行うことも考えられる。解散している場合については、重大事態のガイドライン第６章
に沿って、新たに調査組織を設け、詳細調査の結果を踏まえつつ、調査を行う必要がある。 

 


